
八戸市様質問内容 

 

 Q A 

１ 需要場所において，契約期間

中に，トランス増設や受変電

設備の変更など，契約電力に

影響がある工事の予定はあり

ますか。 

 

ありません。 

２ 契約書に関して，弊社が落札

者になった場合，弊社の契約

書様式をもとに，協議のうえ

締結することは可能でしょう

か 

 

可能です。 

３ 契約締結予定日について，契

約書の内容協議や社内で契約

に向けての事務手続き等があ

るため，弊社が落札者になっ

た場合，この期日の延伸につ

いて協議することは可能でし

ょうか。 

協議の上、延伸可能です。 

４ 基本料金単価・電力量料金単

価とは別に，割引単価・割引率

を設けて応札してもよいでし

ょうか。 

 

可能です。 

５ 「別紙１－１単価固定契約単

価内訳書（例）」基本料金単価，

電力量料金単価の欄の他に，

別途割引に関する欄を追加し

てもよいでしょうか。 

 

可能です。 

６ 当社の電気標準約款等にもと

づいた燃料費等調整（毎月の

燃料費調整単価、離島ユニバ

ーサルサービス調整単価、市

場価格調整単価）での請求は

可能でしょうか。 

 

可能です。 



７ 請求書等の交付について年始

やGWなど月初めが連休とな

る月は，１５日に間に合わな

い虞があるが，ご 

容赦いただけますでしょう

か。 

 

事前にご連絡をいただければ、１５日に間に合わな

くても差し支えありません。 

８ 支払期日について，弊社の電

気標準約款で定める期日で協

議することは可能か。また，変

更不可の場合で 

あっても，実際の支払スケジ

ュールについて協議すること

は可能でしょうか。 

 

協議の上、変更可能です。ただし、予算の都合によ

り、令和 9 年 3 月分の使用料は、5 月中に支払完

了する必要があります。 

 

９ 契約期間の開始前または契約

期間中に一般送配電事業者に

おける託送供給等約款の改正

などにより，当社電気標準約

款等の変更が生じた場合，契

約単価や燃料費等調整の取扱

いを変更することは可能でし

ょうか。 

 

事前協議の上、変更可能です。 

 


